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１ 安全で安心して暮らせるまちづくりに係る社会情勢の変化 

 

（１）我が国の都市の取り巻く災害の特徴 

 

我が国は、自然的条件から地震、台風、豪雨、土砂災害、津波、火山噴火、

豪雪などによる災害が発生しやすい国土。 

 

① 地震が発生しやすい国土 

 世界全体で発生するマグニチュード６以上の地震回数の約２割を我が国が占めるなど、

世界の 0.25％の国土面積に比して非常に高い。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去３０年の主な地震と予想され
る大規模地震の震源地

××

×

×

H17福岡県西方沖

H7阪神・淡路大震災

H19能登半島

H19新潟県中越沖

H16新潟県中越

H20岩手県沿岸北部

H15十勝沖

H20岩手・宮城内陸

H17宮城県沖

×

×

出典）「日本の災害対策」（内閣府）に加筆 

過去３０年の主な地震と予想される大規模地震の震源地 

マグニチュード６.０以上の地震回数 

※2000 年～2009年の合計  

出典）平成２２年度防災白書 

 近年、これまで切迫性が指摘されていなかった地域において大規模地震が

発生しているほか、東海地震、東南海地震、南海地震、首都直下地震など三

大都市圏が被災するような大地震が発生する切迫性が指摘されている。 
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② 頻発する浸水被害と降雤強度の増大 

 近年「ゲリラ豪雨」などとも呼ばれる局地的な大雨の頻発によって各地で中小河川の氾

濫や低地の浸水による被害が多発。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）気象庁資料より作成

１時間降水量50㎜以上の大雨の年間発生回数
(S51～H21)

１時間降水量 50㎜以上の大雨の年間発生回数  
        (S51～H21) 

夏季の豪雨日数の経年予測 
（日降水 100mm以上） 

出典）気象庁資料より作成 出典）「異常気象レポート２００５」気象庁 

 近年、１時間降水量 50mm 以上の大雤の発生回数の増加傾向がみられ、

今後も気候変動により夏季の豪雤日数の増加が見込まれる。 

平成２０年８月末豪雨
愛知県岡崎市における被害状況

平成２０年７月２８日豪雨
石川県金沢市における被害状況

最大60分雨量138mm(芝原観測所)

床上浸水 507戸

床下浸水 1,476戸
（平成２０年１０月３１日発表石川県金沢市）

最大時間雨量146mm(岡崎観測所)

死者 2名
床上浸水 1,110戸
床下浸水 2,255戸 （岡崎市ＨＰより）

岡崎市城北町

岡崎市伊賀町愛宕地区 金沢市笠市町

金沢市主計町
写真提供）岡崎市 写真提供）石川県
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（２）子供の犯罪被害の不安や高齢者・障害者の移動の円滑化への対応 
 

 子供の犯罪被害への丌安を軽減するための防犯に配慮したまちづくりやバリアフ

リー化による高齢者や障害者等の移動の円滑化など安全・安心な生活環境の確保等

が課題。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．子どもの犯罪被害の不安 ２．不安になる理由 不安になることが「よくある」， 

「ときどきある」と答えた者（複数回答） 

出典）「平成１８年８月調査 子どもの防犯に関する特別世論調査」 内閣府 

■総 数（N=1，834 人） 

子どもの犯罪被害の不安  

 ■総 数（N=1，359人） 

移動の円滑化・バリアフリー化のイメージ 

出典）「バリアフリー新法の解説」 国土交通省、警察庁、総務省 
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（３）人口減尐・超高齢者社会の到来、環境負荷の高まり 

 

 まちづくりの観点からは、人口減尐・超高齢社会の到来、地球環境の持続性を脅か

すおそれのある環境負荷低減の必要性等の観点から「集約型都市構造」への転換等、

今後の都市計画や市街地整備のあり方についても検討が進められている。 
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65歳以上
15～64歳
0～14歳
高齢化率

出典） 「国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所（２００６年１２月推計） 

        －日本の将来推計人口（２０１０～２０５０年）、参考推計（超長期推計）（２０６０～２１００年）」をもとに作成 

日本の将来人口及び高齢者割合の推移 

2050 年には人口が１億

人を割り込み、高齢化率が

約 40％に達する見込み。 

 

20 世紀末（1980～1999 年）から21 世紀末（2090～2099 年）までの地上気温の変化の予測（ＩＰＣＣ） 

 

出典）温暖化の観測・予測及び影響評価統合レポート「日本の気候変動とその影響」 

(平成21年10月) 文部科学省 気象庁 環境省 

 

21 世紀末までの世界

平均気温は、二酸化炭

素濃度の増加に伴って

上昇し続けると予測され

ている。 
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（４）安全と安心をつなぐリスク情報 

 

 「安全で安心して暮らせるまちづくり」に当たっても、「安全」性の正しい認識の

下、その向上が「安心」の確保につながるよう、行政がリスク情報を的確に提供す

ることにより、地域、企業・住民との連携を図りつつ、それぞれの課題や特性に応

じた取組みを進める必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○安全・安心まちづくり小委員会の設置と検討の経緯 

 

平成２０年９月  社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会都市計画部会に 

安全・安心まちづくり小委員会を設置 

 

平成２１年６月  中間とりまとめ 「安全・安心まちづくりビジョン」 

 

安全・安心まちづくりビジョンにおける政策展開の基本的考え方 

  

 

 

 

平成２２年１２月  安全・安心まちづくり小委員会報告書 

「安全で安心して暮らせるまちづくりの推進方策」 
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２ 安全で安心して暮らせるまちづくりの実現に向けた枠組みの構築 

 

（１）まちづくりにおける災害リスク情報の活用に係る課題 

 

 近年の調査研究や技術開発の進展に

より、都市の災害リスク等に係る情報

の精度は向上。 

 しかしながら、現在のところ、災害リ

スク情報は、主に住民の防災意識の啓

発や避難対策への活用が進められて

いるが、まちづくりにおける対策の検

討等に十分に活かされていない。 

 

 

 

 

（２）「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の概要 

 

 都市に関する情報と関連付けながら災害リスク情報を整備し、「防災まちづくり情報マ

ップ（仮称）」として重ね合わせ、分析した結果を可視化し、横断的・体系的に都市の

課題を把握。 

 基本的には地方公共団体がそれぞれの地域の実情に応じた体制により、適宜、国や関係

団体との連携を図りながら作成することを想定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他

無回答

取組みが必要と
考えていない

現在は活用して
いないが今後取
組みが必要と考
えている

既に災害リスク
情報を活用した
まちづくりに取り
組んでいる

災害リスク情報のまちづくりへの活用状況

出典）災害リスクとまちづくりに関するアンケート調査市及び特別区
版（平成２０年１２月） 国土交通省

11.8%

78.7%

2.7%

3.3%

3.5%

・既に災害リスク情報を活用したまちづくりに取り組んで
いる市（特別区を含む）が約1割、現在は活用していないが
今後取組みを必要と考えている市が約８割となっている。

N=602

その他

無回答

取組みが必要と
考えていない

現在は活用して
いないが今後取
組みが必要と考
えている

既に災害リスク
情報を活用した
まちづくりに取り
組んでいる

災害リスク情報のまちづくりへの活用状況

出典）災害リスクとまちづくりに関するアンケート調査市及び特別区
版（平成２０年１２月） 国土交通省

11.8%

78.7%

2.7%

3.3%

3.5%

・既に災害リスク情報を活用したまちづくりに取り組んで
いる市（特別区を含む）が約1割、現在は活用していないが
今後取組みを必要と考えている市が約８割となっている。

N=602

災害リスク情報のまちづくりへの活用状況 

その他

無回答

取組みが必要と
考えていない

現在は活用して
いないが今後取
組みが必要と考
えている

既に災害リスク
情報を活用した
まちづくりに取り
組んでいる

災害リスク情報のまちづくりへの活用状況

出典）災害リスクとまちづくりに関するアンケート調査市及び特別区
版（平成２０年１２月） 国土交通省

11.8%

78.7%

2.7%

3.3%

3.5%

・既に災害リスク情報を活用したまちづくりに取り組んで
いる市（特別区を含む）が約1割、現在は活用していないが
今後取組みを必要と考えている市が約８割となっている。

N=602

その他

無回答

取組みが必要と
考えていない

現在は活用して
いないが今後取
組みが必要と考
えている

既に災害リスク
情報を活用した
まちづくりに取り
組んでいる

災害リスク情報のまちづくりへの活用状況

出典）災害リスクとまちづくりに関するアンケート調査市及び特別区
版（平成２０年１２月） 国土交通省

11.8%

78.7%

2.7%

3.3%

3.5%

・既に災害リスク情報を活用したまちづくりに取り組んで
いる市（特別区を含む）が約1割、現在は活用していないが
今後取組みを必要と考えている市が約８割となっている。

N=602

出典）災害リスクとまちづくりに関するアンケート調査 

    市及び特別区版（平成２０年１２月） 国土交通省 
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（３）「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の作成の意義 

 

 抽出された都市の課題について、関係主体の連携のもと、自助・共助・公助の取組みを

総合的・体系的に推進。 
 

 都市レベルから地区レベルまでの広範にわたる安全で安心して暮らせるまちづくりを

実現するための関連施策を的確に推進するための理論的根拠として活用することや、中

長期的な都市の将来像を検討する際の基礎資料とすることが可能。 
 

 「防災まちづくり情報マップ（仮称）」を地域社会で広く共有することにより、行政の

施策に対する地域の理解や協力を得ることにつながることが期待される。 
 

 地域、企業・住民の間で幅広く活用が進むことにより、身近な地域において従来は気付

かなかった防災面からみた課題を認識する契機となり、ひいては自助及び共助の取組み

につながることが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洪水危険度

内水危険度津波・高潮危険
度

水害に関す
る情報

延焼危険度

避難危険度 倒壊危険度

震災に関す
る情報

災害リスク情報

都市に関する情報

人口密度 避難施設の分布 建物階層等の分布 ・地形・標高
・都市計画
・重点密集市街地
・災害時要援護者
施設 等

・土砂災害に
関する情報

・急傾斜地崩
壊危険区域
に関する情報

・火山噴火火
災害に関する
情報 等

◆基本となる情報の収集・整理 ◆情報の重ね合わせ

●延焼危険度、洪水ハザードマップ、

避難施設の分布の重ね合わせの例

▼地震時に延焼危険度
の高い地区に立地

▼洪水時に浸水

するおそれのあ
る地区に立地

▼沿岸部の浸水の危険のあ
る市街地に避難施設が不足

防
災
ま
ち
づ
く
り
情
報
マ
ッ
プ
（仮
称
）

「防災まちづくり情報マップ（仮称）」作成のイメージ 
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（４）「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の活用イメージ 
 

① 都市における課題の抽出と対応策の検討 

 「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の作成により、災害リスク情報と都市に関

する情報の重ね合わせによって防災面からみた都市の課題が抽出され、その解決に

向け、有効な対応策の検討を行うことが可能。 
 

都市における課題の抽出と対応策の検討の具体的なイメージ 
 

【例１】洪水に伴う浸水深に係る情報と建物の階層に係る情報との重ね合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例２】延焼危険度に係る情報と避難路機能を有する道路等の整備状況との重ね合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例３】洪水及び地震に関する災害リスク情報と避難施設の所在に関する情報との重ね合わせ  

 

 

 

 

 

 

 

 

延焼の危険性が高いにもかか

わらず避難路の整備が遅れてい

る地域が抽出され、避難路整備

の優先順位の検討に用いること

が可能。 

地震対策として整備された避

難施設について、洪水時の浸水

に対する安全性についても検証

することが可能。 

洪水時に浸水のおそれのある

地区における被害を受ける可能

性のある建物が抽出され、建物

耐水化等の対策検討が可能。 

建物の 1階の軒下から 2階の 
軒下まで浸水するおそれ 

※1 道路交通サンセスによる幅員 15ｍ以上の通路 
※2 都市計画道路より幅員 15ｍ以上で計画されている都市計画道路で、 

かつ、数値地図より幅員 13ｍ以上の通路 

避難所の耐水化が不十分な場合浸水するおそれ 

延焼危険度が高い地域で避難路が未整備 
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② 安全で安心して暮らせるまちづくりの観点からの都市の将来像の検討 

 尐子高齢化、人口減尐社会に対応し、拡散型都市構造から集約型都市構造への転換の動

き等が見られ、社会的状況の変化を踏まえた都市の将来像を描く時期。 

 都市構造を検討する際に、安全で安心して暮らせるまちづくりという評価軸も加えて検

討することにより、例えば災害リスク情報を参考にし、リスクの高いところを避けて都

市機能を集約するなど、集約型都市構造への誘導等に向けた都市の将来像を展望するこ

とが可能。 

 

 

 

 

 

 

（参考）防災まちづくり情報マップ（仮称）を活用した施策展開のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市街地周辺の農地等
・本来的機能として有する保水・

遊水機能の活用・保全

○中心市街地
・防災関連施設整備の優先的な推進
・地下空間の安全性の確保 等

○市街地の縁辺部で人口が減尐傾向にある地域
・浸水危険性の高い場所における新規開発を抑制
・空地等における雨水貯留浸透能力の確保等

○重点密集市街地
・避難地・避難路の整備、建物の不

燃化・耐震化

 

安全で安心して暮らせるまちづくりを踏まえた集約型都市構造への

誘導等に向けた都市の将来像を展望 

出典）国土交通省東北地方整備局「「東北地方の中小都市」のコンパクトシティの提言書」掲載の概念図をもとに加筆 
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３ 震災・水害等に強いまちづくり施策の展開 

 

（１）震災対策 
 

① これまでの震災対策 

 都市計画道路や都市公園等の整備による避難地や避難路の整備、市街地再開発事業

や土地区画整理事業等の面整備事業、避難路沿道の建物の丌燃化、更には避難路に

敷設された下水道管等の都市施設や建物の耐震化等を行い、市街地における防災性

の向上に取組んできた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～都市防災総合推進事業～ 避難路沿道の不燃化及び細街路の拡幅整備 

～第一種市街地再開発事業～  老朽家屋が密集した地域の防災性の向上 

三軒茶屋 
太子堂四丁目 
（東京都） 

～土地区画整理事業～  建替えに合わせた基盤整備及び街区の再編 

末広南地区（大阪府門真市） 

～街路事業～  防災環境軸の核となる都市計画道路の整備 

不燃化の促進

避難路の整備

不燃化の促進

避難路の整備

防災環境軸［重点密集市街地］ ［防災環境軸の核となる都市計画道路の完成］
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② 今後推進すべき震災対策 

都市防火区画の整備 

 延焼危険度等の地区特性を把握しながら都市の安全性の将来像を描き、都市計画道

路や都市公園等の避難地、避難路、延焼遮断帯の整備に優先度をつけて取組んでい

くことが重要。 

【事例】東京都～防災都市づくり計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

骨格となる道路等の整備 

 緊急輸送道路や一次避難路沿道の建物等の倒壊を防止するための対策や下水道管

の耐震化等の計画的な対策の推進が重要。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

平成8年 平成18年

2　3　区 59% 66%

整備地域 48% 58%
重点整備地域 41% 53%

延焼遮断帯形成率

防災都市づくり推進計画 

出典）「地震に関する地域危険度測定調査（第 6回）」東京都 

○骨格となる道路の確保 ○避難地周辺のアクセス路の確保 ○下水道管の耐震化による通行機能確保等 

マンホールの突出 

（平成16年 新潟県 

中越地震） 

火災危険度 

建物倒壊危険度 
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密集市街地対策 

 延焼危険性とあわせ、細街路の系統・連続性、幅員及び沿道建物の倒壊確率等に基

づく地区内閉塞の危険性の情報も踏まえて、密集市街地対策の重点的推進を図って

いく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史的な景観を有する市街地等の対策 

 歴史的な景観を有する市街地等においては、建替えや道路拡幅等の対策ではこれま

でに培われてきた景観やコミュニティ、文化的環境等を損なうおそれがあるため、

景観等地域の特性を考慮した独自の目標設定による対策を推進していく必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

街
道
筋

街道

街道

道路幅員

４ｍ未満
４ｍ以上６ｍ未満
６ｍ以上

【今後の整備方針のイメージ】 

火災の影響 建物倒壊による道路閉塞 

× 

【 避難を困難にする要素 】 

街道に面した景観上保全すべき建物は建て替え

ずに、現状の景観を維持したままでの耐震化及び防

火対策の推進並びに自主防災組織など地域力によ

る防火活動の強化を図りつつ、歴史的な景観等を損

なわない範囲で周辺の建物の不燃化を目指す。 

周辺の建物については、 

歴史的な景観等を損なわ

ない範囲で不燃化を図る。 
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大規模盛土造成地対策 

 ガイドラインの充実による滑動崩落の対策工事を実施すべき箇所を特定するため

の調査等の推進、宅地ハザードマップの公表等の促進による住民の防災意識の向

上、指針等の整備による宅地耐震化推進事業の実施における住民等の円滑な合意

形成の支援が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活断層対策等 

 科学的根拠に基づき判明している活断層により地盤が変位する可能性が高い地域

等においては、その直上付近では建物の構造や配置に配慮する、防災上重要な施設

の立地を避けるといった被害を回避・軽減する対策が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

21

52

1

8 9

1 1 1

0

10

20

30

40

50

60

H18 H19 H20 H21

ハザードマップ公表

対策工事を実施すべき箇所を特定する調査

滑動崩落防止工事

宅地造成等規制法の一部改正

（H18） 

●地震時に滑動崩落のおそ
れのある造成宅地を「造成

宅地防災区域」として都道

府県知事等が指定。 
●新規造成における盛土の

耐震性を確保する技術基

準を明確化。  
 

阪神・淡路大

震災、新潟県

中越地震など

において、大

規模盛土造成

地の滑動崩落

による被害が

多発 

滑動崩落防止工事のイメージ 

 

宅地耐震化推進事業の進捗状況 

平成 18年の制度発足以降、宅地ハザー

ドマップの公表に比べて滑動崩落の対策

工事を実施すべき箇所を特定するための

調査等の進捗が十分に進んでいない。 

凡例 
青点線：推定活断層 

赤点線：活断層 
（位置やや不明確） 
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（２）水害対策 
 

① これまでの水害対策 

 都市の浸水対策として河川や下水道の整備、津波や高潮に対して防波堤や防潮堤の

整備等を行い、あわせてハザードマップの作成等による警戒避難体制の整備等に取

組んできた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
河川事業 

下水道事業 

遊水地 鶴見川 

 横浜国際総合競技場 
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内水ハザードマップ作成の手引き（国土交通
省都市・地域整備局下水道部、平成21年3月）
において、浸水深のランクは、
0～20cm 未満、
20～50cm 未満、
50cm～1m 未満、
1m 以上
の4 段階を標準としている。

浸水深の表示

氾濫解析の対象降雤

明確に定められておらず、設定例として既往
最大降雤、他の地域での大規模な降雤、洪
水ハザードマップの対象降雤などがある。

※なお、氾濫解析を行わずに、過去の浸水実
績等をもとに内水ハザードマップを作成する手
法もある。

浸水深 被害の程度 

0.5m 
大人の膝までつかる程度 

（床下浸水と床上浸水との境界付近の浸水深） 

1.0m 大人の腰までつかる程度 

2.0m 1階の軒下まで浸水する程度 

5.0m 2階の軒下まで浸水する程度 

 

浸水深と被害の程度との関係

出典：「沼津市洪水避難地図（狩野川洪水ハザードマップ」（沼津市，平成16年）

洪水ハザードマップ作成の手引き（国土
交通省河川局治水課、平成17年6月）で
は、浸水深のランクの標準として、

0～0.5m未満、
0.5～1.0m未満、
1.0～2.0m未満、
2.0～5.0m未満、
5.0m以上

の５段階が示されている。

浸水深の表示

3-14

氾濫解析の対象降雤

・河川整備基本方針検討対象降雤
一級河川の場合、100年に一度程度、
２００年に一度程度等の確率で発生す
る規模の降雤。

地図上に表示されるメッシュの大きさ等

250mメッシュを基本に解析を行い、浸水
深については50mメッシュでの地盤高の
補正を施して地図上に表示。

内水ハザードマップ作成の手引き（国土交通
省都市・地域整備局下水道部、平成21年3月）
において、浸水深のランクは、
0～20cm 未満、
20～50cm 未満、
50cm～1m 未満、
1m 以上
の4 段階を標準としている。

浸水深の表示

氾濫解析の対象降雤

明確に定められておらず、設定例として既往
最大降雤、他の地域での大規模な降雤、洪
水ハザードマップの対象降雤などがある。

※なお、氾濫解析を行わずに、過去の浸水実
績等をもとに内水ハザードマップを作成する手
法もある。

出典：戸田市内水(浸水)ハザードマップ（戸田市,平成２０年）  

出典：「沼津市洪水避難地図（狩野川洪水ハザードマップ」 

（沼津市，平成 16 年） 

コラム 洪水ハザードマップ・内水ハザードマップについて 
 

洪水ハザードマップとは 

・水防法に基づき、市町村長（特別区を含む）が作成主体となり、河川管理者によっ

て指定された浸水想定区域に避難情報を追加して記載したマップ。 

・破堤、はん濫等の浸水情報及び避難に関する情報を住民にわかりやすく提供するこ

とにより人的被害を防ぐことを目的としている。 

内水ハザードマップとは 

・市町村長（特別区を含む）が作成主体となり、内水による浸水が想定される区域に

避難に関する情報等を追加して記載したマップ。  

・内水による浸水や避難に関する情報を住民に分かりやすく提供することにより、住

民の自助及び共助を促し、内水による浸水被害を最小化することを目的としている。 
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② 今後推進すべき水害対策 

 まちづくりにおける水害対策は、市街地における浸水を防止する対策、市街地にお

ける浸水から生命・財産の安全を確保する対策に大別される。 

 

市街地における浸水を防止する対策 

 市街地から河川や下水道への雨水の流出量の抑制を図るための保水・遊水機能の向

上が求められており、まちづくりにおいても保水・遊水機能の向上を図る施策展開

が求められている。 

《 市街地の貯留浸透機能の向上 》 

【事例】埼玉県～雨水流出を抑制するための対策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例 
～雨水流出抑制対策のイメージ～ 

出典：埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例パンフレットに加筆 

・埼玉県では、流域における浸水被害対

策を一層推進するため、雤水流出を抑

制するための条例を制定。 

・実績降雤や治水施設の効果能力をも

とに「湛水想定区域図」を作成し、これ

をもとに河川に流入する前の雤水の浸

透、一時的な貯留機能の確保を推進。 

・氾濫時に湛水が想定されている土地で

の盛土行為は、周囲の湛水深の増大

や湛水エリアの拡大等悪影響を及ぼ

すことから、盛土により排除する湛水

相当量の調整池整備を義務づけてい

る。 

・開発前、森林や田畑に降った雤
水は地中に浸透し、河川にゆっく
り流れ込む
・水田等の低地は降雤を一時的
に貯留（湛水）してから、河川へ
の流入

開発が進むと雤水が浸透せず
に、河川に短時間で流入し、
河川の流量が増大、水害が発
生しやすくなる

湛水区域が盛土されると盛土
された分だけ、湛水水位が上
昇、いままで安全だった地域
が浸水被害

・１ｈａ以上の開発行為などをする
場合、雤水流出抑制施設の設置
・１ｈａ以上の開発行為などで、湛
水想定区域に盛土をする場合に
は、雤水流出抑制施設の設置
・雤水流出抑制施設の完成後は、
その機能を維持

雤水流出抑制対策
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《 農地等の保水・遊水機能の活用・保全 》 

【事例】新潟県三条市～田んぼダムの取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排水口の装置 三条市写真提供 田んぼに15cm～20cm水を溜める 三条市写真提供

・田んぼダムは水田に一時貯留し、時間をかけて下流に排水するもの。 

・田んぼの排水口に簡単な装置を設置。この例では、畦畔の余裕高の半分程度（約 15cm

～20cm）の高さまで水を溜める。 

・雨水浸透施設について

は、様々な降雨パター

ンに応じて河川や下水

道等への流出量の低減

効果が見込まれる。 

出典）都市再生機構 (社)雨水貯留浸透技術協会資料を基に作成 

○浸透施設施設数量 
（浸透工法実施地区面積：1.32ha） 

・浸透ます：49 か所 

・浸透地トレンチ：494ｍ 

・浸透 U 字溝：143ｍ 

・浸透性舗装：2,404 ㎡ 

コラム 雨水貯留浸透施設の区分と雨水浸透施設の流出抑制効果について 
 

・雨水貯留浸透施設は雨水を一時的に貯めたり地下に浸透させたりして、河川への雨

水流出量を抑制するもの。雨水貯留施設、雨水浸透施設に大別される。 

・雨水貯留施設には、公園や駐車場などの地表面に貯留するタイプと、建物の地下に

貯留するタイプがある。貯留した雨水をポンプで汲み上げて散水等の雑用水として

利用することも出来る。 

・雨水浸透施設には、雨水浸透ますや浸透トレンチ、透水性の舗装などの種類があり、

水害を防止すると共に地下水の涵養にも効果がある。  

 

 

  

 

 

雨水貯留浸透施設の区分 雨水透施設の流出抑制効果 
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市街地における浸水から生命・財産の安全を確保する対策 

《 建物の耐水化等 》 

 地方公共団体において災害時の防災拠点となる市役所等のほか避難施設、病院、警

察署、消防署等の機能を維持するための耐水化対策を推進することが重要。 

 浸水による危険性が著しく高い区域における建築基準法第 39 条に規定する災害

危険区域の指定による建物の構造等の制限のほか、建物の高床化等に対する助成措

置等により、安全性を向上させる対策が考えられる。 

 

 

【事例１】福井市～避難所（公民館）の敷地かさ上げ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井市浸水ハザードマップに加筆

建物地盤面＝道路側溝天端高＋0.5m

新木田公民館 新木田公民館

・福井市の木田公民館を老朽化等により移転。地域の防災拠点機能でもある公民館の整

備にあたっては、ハザードマップで想定された浸水深（50cm以上）に対応できるよう、宅地

のかさ上げ、出入り口に止水板を設置。 

内水ハザードマップに
よると 50cm 以上浸水す
ると想定 
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【事例２】名古屋市～建築基準法第３９条「災害危険区域制度」の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 浸水被害を受けやすい地域における宅地等の利用の回避 》 

 浸水被害を受けやすい地域では、宅地等の利用を避けることが抜本的な対策となり

得るなど、土地の使い方によって脆弱性が変わり、リスクの程度を減尐させること

が可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１階の床の高さ 構造制限 構造等の追加制限

直接高潮に
よる危険の
おそれのあ
る区域

N・P(+)4m以上
木造禁止

ただし、居室を有しない建築物で延
べ面積が100平方メートル以内のもの
については、この限りでない。

海岸線からの距離が50メートル以内で市長が指定する区域内に住宅、
併用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿その他の居住室を有する建築物、
病院及び児童福祉施設等を建築してはならない。
ただし、次の各号に定める構造の建築物については、この限りでない。

(1) 主要構造部が、木造以外の建築物であること。
(2) 居住室、病院の病室及び児童福祉施設等の主たる用途に供する
居室の床の高さが、N・P(＋)5.5メートル以上の建築物であること。

出水による
危険のおそ
れのある既
成市街の存
する区域
（第3種区域
を除く。）

N・P(+)1m以上
２階以上に居室設置

ただし、以下の①から③のいずれか
の場合に緩和
①1階の1以上の居室の床の高さがN・

P(+)3.5m以上
②同一敷地内に2階建以上の建築物あり
③延べ面積が100m2以内のものは避
難室、避難設備の設置

学校、病院、集会場、官公署、児童福祉施設等その他のこれらに類す
る公共建築物を建築する場合においては、次の各号に定めるところによ
らなければならない。ただし、延べ面積が100平方メートル以内の公共
建築物は、この限りでない。
(1) 1階の床の高さが、N・P(＋)2メートル以上であること。
(2) 1以上の居室の床の高さが、N・P(＋)3.5メートル以上であること。た
だし、床の高さがN・P(＋)3.5メートル以上である居室を有する公共
建築物が同一敷地内にある場合は、この限りでない。

(3) 主要構造部が、木造以外の建築物であること。

出水による
危険のおそ
れのある内
陸部既成市
街の存する
区域

N・P(+)1m以上 なし 同上

市街化調整

区域

N・P(+)1m以上
２階以上に居室設置

ただし、以下の①、②のいずれかの

場合に緩和
①1階の1以上の居室の床の高さがN・

P(+)3.5m以上
②同一敷地内に2階建以上の建築物あり

同上第４種区域

第３種区域

第２種区域

第１種区域

名古屋港

名港トリトン

●港区役所

●熱田駅

●金山駅

※名古屋市臨海部防災区域建築条例及び解説、名古屋市HPを基に作成

・名古屋市では、伊勢湾台風（昭和 34 年）の教訓から、昭和 36 年に建築基準法に基づく

「名古屋市臨海部防災区域建築条例」を施行し、災害危険区域を指定。 

・災害危険区域として４種類の臨海部防災区域を指定し、それぞれ１階の床の高さ、建築物

等の用途、構造に対して一定の制限を規定。 

※名古屋市臨海部防災区域建築条例及び解説、名古屋市 HPを基に作成 

・区域区分に関する都市計画を変更

し、市街化区域への編入を検討する

場合等において、「防災まちづくり情

報マップ（仮称）」から得られる浸水

リスクの有無やその程度に関する

情報を基礎情報として参照すること

が考えられる。 

 

市街化区域

市街化区域

市街化調整区域

浸水実績図

市街化調整区域
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《 安全・確実な避難 》 

 発災前の事前対策として、一時避難を行えるような高台の整備や、地域レベルでの

協定等により近隣の高層建築物への一時避難を行う方法などが有効。 

 

 

 

 

 

 

 

浸水に係る災害リスク情報の活用 

 まちづくりの観点から、更に利用しやすいような形式や内容でのハザードマップ作

成部局等による情報提供を進めていくことが考えられる。 

 

 

まちづくりの観点から利用しやすいような形式や内容に係る情報の例 

検討内容 利用しやすいような形式や内容に係る情報 

建物の更新サイクル等を踏

まえた浸水対策の検討 

ハザードマップで想定する単一の規模の外力以外に、建物

の更新までに現実に発生し得る複数の規模の外力による浸

水範囲及び浸水深に関する情報 

床上浸水に備えた建物の高

床化等の必要性の検討 

ハザードマップにおいて表示される浸水深の区分とあわせ

分析対象とする街区等に応じた最大浸水深に係る情報 

浸水時に危険性の高い低地

や窪地等における浸水しな

い避難場所や安全な避難経

路等の検討 

ハザードマップにおいて表示される浸水深の区分とあわせ

街区等に応じた最大浸水深及び出水時において避難するた

めの時間的余裕の有無に関する情報 

個々の街区単位での規制誘

導方策等に関する詳細な対

策の検討 

複数の規模の外力による浸水範囲、浸水深等を洪水・内水

について同時に解析可能なモデルの開発・活用によって得

られる情報 
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（３）総合的な災害対策の考え方 
 

① 災害時援護者関連施設の土砂災害に対する安全の確保 

 土砂災害のおそれのある地域のうち災害時要援護者関連施設の立地が今後見込まれ

る箇所における土砂災害特別警戒区域等の早期指定や、新規設置を計画する者に対

する土砂災害に係る災害リスク情報の提供を行うなど、土砂災害に対する安全の確

保に努める必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 積雪対策、克雪体制の整備 

 下水処理水の消融雪用水への活用や雨水の排水路を利用した流雪水路等の整備等に

よる積雪対策、積雪・堆雪に配慮した都市内の道路整備、冬季の地震災害時に避難

所等として活用可能な屋内活動施設を備えた都市公園整備等に取組んでいくことが

必要。 

 今後、高齢者が無理することなく除雪できる体制の整備促進を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道による積雪対策 

 

雪に強い道づくり 

 

克雪体制整備の推進 

 

 

下水処理水の活用による消融雪等、下水道による

積雪対策を積極的に推進。 
高齢者による 屋根の雪下ろし作業中の事故が多発。 

地域の助け合いで除雪できる体制の整備が求められる。 

処理水による融雪 

 

道路整備に併せて消雪パイプ、流雪溝等の
消融雪の整備を推進。 

雪に強い公園づくり 

 

冬季においても地域住民の避難所や防災

活動の拠点として機能する屋内運動施設

等を備えた都市公園等の整備を推進。 

平成１８年豪雪の雪害による犠牲者の原因別構成 （死者 152名） 

出典）消防庁「今冬の雪
による被害状況等」(第 62
報、平成 18年９月 25日）
を基に作成 

地域のボランティアによる高齢者宅の雪処理 

屋根転落
53

屋根落雪
35

水路転落 16

発症 15

建物倒壊 6

転倒 3
その他

17
除雪機 7

雨水排水路の活用 

土石流への備え 

出典）国土交通省 河川局 砂防部資料 

急傾斜地崩壊への備え 
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③ 施策展開に当たっての留意点 

 災害リスク情報やその前提となる条件、施策実施による効果等をわかりやすく提示

することにより、地域の合意形成を支援し、地域の実情に即した施策を選択するこ

とが必要。 

 

留意点 事例 

都市レベルの施策と地区レベルの

施策との整合性、中長期的観点か

ら実施すべき施策と短期的観点か

ら講じるべき施策との整合性 

「防災都市づくり計画」を策定する際に、「防災まちづ

くり情報マップ（仮称）」を活用することにより、各施

策間での整合性を検証していくなどの方法が効果的。 

複数の災害リスクを考慮すること

が必要な場合があること 

大規模地震発災後の復旧・復興対策には一定期間を要す

ることとなるが、その間に水害が発生する可能性もある

など複数の災害リスクを考慮することが必要な場合が

あることに留意。 

ある災害への対策を講じる際に他

方の災害に係る対策実施の観点か

らみた整合性の確保 

水害対策として市街地における雨水浸透施設の整備を

検討する場合、雨水の浸透が地下水位を上昇させるおそ

れがあるため、大規模盛土造成地等においては震災対策

の面からは悪影響を及ぼす場合がある。 

 

 

 

 複数の災害リスクを視野に入れた対策を検討する場合には、「防災まちづくり情報マ

ップ（仮称）」を作成・分析することにより、事前の検証を行うことが可能。 
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４  市街地復興に関する事前準備 

 

市街地復興に関する準備計画の策定 

 大規模震災の発生後に速やかに地域の復興方針を示すためには、市街地復興のため

の体制の整備、被害把握、復興計画の策定、合意形成などに係る基本的考え方や手

順を事前に検討しておくことが重要。 

 

 

■大規模地震後の市街地復興に関する対応のイメージ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

大規模地震に備えて事前に準備しておくべき事項例 

住民の理解が事前に深まること

により、発災前の平常時から地区

の課題解決に向けた各種事前対

策の推進へと結びつくことが期

待される。 

平常時から住民のまちづくりに

対する理解と機運を高めていく

ことは、被災後の市街地の復興を

円滑に進めて行く上で効果的。 

○市街地復興に関する準備計画の策定、復興プロセス

の理解 
 
 ・復興まちづくりのための建物被害概況調査 

 ・都市復興基本方針の策定 

 ・建築基準法第 84 条による建築制限の実施 

・被災市街地復興対象地区の設定 

・都市復興基本計画の策定 

・復興施策の推進 等 

 

○住民等の意識醸成 
 
○庁内の体制の検討 等 
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５ 地域力による安全性の向上 

 

（１）広がりつつある住民等地域における自助・共助の取組み 
 

 安全で安心して暮らせるまちづくりには、行政による公共施設整備等の取組みとあ

わせ、企業や住民等地域における自助・共助の取組みが丌可欠。 

 このような地域力による安全性の向上の取組みとしては、防犯活動、交通安全活動

の活発化や商業地区内の事業者が連携した地域の防災対策等自主的な安全・安心活

動が広がりつつある。 
 

地区レベルでよく行われている交通安全に関する活動の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後推進すべき取組み 

① 人材確保に向けた工夫 

 活動の担い手丌足や担い手の高齢化に対応するため、自治会等の従来型の地域コミ

ュニティだけでなく、まちづくりＮＰＯや活動意欲の高い退職者などが参加しやす

い環境を整え、世代間交流を図りつつ対応の実効性を高める工夫が必要。  

 

【事例】市川市～ 防犯まちづくりモデル地区事業 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・地域と行政が防犯まちづくり検討委員会をたちあげ、「防犯まちづくり計画」を策定  

・関係団体が地域で連携・分担しながら、継続的な防犯まちづくりに取組む 
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② 都市空間の改善に資する活動への展開 

 共有された課題の解決に向けて、住民相互の協力による防犯パトロール等のソフト

施策に加え、地域と行政との適切な連携と役割分担により、地域特性に合わせた具

体的な都市空間の改善へとつなげることが重要。 

 

 

具体的な取組み例 

 

・行き止まり細街路の通り抜け化や拡幅 

・ブロック塀の生垣への変更 

・交差点の見通しの改良 

・地区内を通行する自動車の速度低下を促すハンプの設置 

・歩道の段差改善 

・身近な公園における災害応急対策の充実 

・雨水貯留浸透施設 など 

 

【事例】岐阜市～ ゆとり・やすらぎ道空間事業 

 
 

 

 

③ 地域の分野横断的活動に対応した行政の体制づくり等の環境整備 

 行政から地域へのリスク情報の提供に当たっては、「防災まちづくり情報マップ(仮

称）」を活用することなどにより情報を集約してわかりやすく提供。 

 地域の活動をコーディネートする人材等の育成やまちづくり協議会や自治会等へ

の財政的支援、地域の課題認識やまちづくり提案を行政が受け止める仕組み等の地

域力が発揮しやすい環境整備が必要。 

 

 

 

・岐阜市加納西地区は、ＪＲ岐阜駅の南側に位置し、大規模商業施設が立地する駅前住宅地域。
・地区外周の主要道路の交通量は多く、混雑する外周道路を避けて、通過交通が地区内の生活道路に侵入。
・地区内道路の安全性や快適性・利便性の向上を図るために地域と行政が連携して各種事業を実施。

加納西地区におけるみち再生協議会

・ メンバー ： 地区内の市民、団体、小学生、学校、企業、学識経験者
・オブザーバー ： 道路・交通関係者

整備前

・直線でスピードが出しやすい
ため危険

・ハンプやスラロームを設置して
車の速度を抑制しては･･･

・ハンプは賛成
・スラロームは一方通行規制が
前提であり反対

・ハンプと
片側狭さく＋ボラード を採用

・岐阜市による施工（目的達成）

問題点の把握

整備手法の提案

整備実験アンケート
住民意見交換会
専門家等の意見

整備手法の見直し

工事の実施

協働プロセス（ハンプ等整備例）

交差点、路肩カラー舗装

歩道橋の撤去

ハンプ

クランク ・・

事業
内容

協議会が地域の課題に対応する事業を検討・選定して、岐阜市との連
携により道路交通環境の改善を実現している。

整備後

ボラード

ハンプ

狭さく

岐阜市資料を基に作成岐阜市資料を基に作成 
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６ 今後の検討課題 

 

① 防犯、バリアフリー、交通安全等の分野の検討 

今後、高齢化のさらなる進展や地域コミュニティのつながりの希薄化等を踏まえると、

日常生活に密接に関連する防犯、バリアフリー、交通安全等に関する幅広い検討を進め

ていくことが必要。 

 

②「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の作成・活用を担う人材育成 

「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の作成・活用に当たっては、都市における課題

と結びつけて分析できるような人材が必要。このため、国においては指針等の整備とあ

わせ、人材育成にも注力していくことが必要。 

 

③ 様々な制度設計に向けた検討 

安全で安心して暮らせるまちづくりを推進する手法としては、行政による事業実施、

法令による規制、補助・税制・保険等の経済的手法の活用、情報提供による自助・共助

の促進等の様々な可能性があり、国内外における具体的事例も含めた検討を進め、制度

設計に結び付けていくことが必要。 

 

④ 高度利用市街地の防災対策等の検討 

ターミナル駅周辺等の各種施設が集積した高度利用市街地における発災時の円滑な避

難や集合体としての安全性等、防災面からみた知見がまだ確立されていないリスクにつ

いての検討が必要。 

 

（参考）国における新たな取組み等に係る事項 

 「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の作成支援 

多くの地方公共団体で「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の作成や活用が進むよ

う、国において、作成方法を示した指針の策定や具体的な活用方法を示した事例集等

を整備することが必要。 

 

 「防災都市づくり計画」の改訂支援 

「防災都市づくり計画」を水害対策も含めた総合的な計画へ見直すことなどが有用

であり、国においては、地方公共団体が「防災都市づくり計画」の改訂を円滑に進め

られるよう指針等を整備することが必要。 

 

 その他の取組み 

・災害リスク情報の構成要素に係る仕様・規格等ＧＩＳデータとしての作成方法の標準化 

・大規模盛土造成地に係る調査や事業を推進するための指針等の整備・充実 

・市街地復興に関する準備計画の策定のためのガイドラインの作成 

・地域力による安全性の向上に係る取組み事例等の収集、整理、発信 


